
特定民間再開発事業の用に供する土地建物等の譲渡所得課税の特例に係る特定民間再開

発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務施行細則の一部改正（概要） 

 

１ 改正理由 

行政手続等における押印見直し方針（令和３年３月８日付け行革第６４８号・政法第１

４１０号）及び同方針の運用(令和３年７月２８日付け行革第４５９号・政法第４７７号)

に基づき、本細則について所要の規定整備を行う必要があるため。 

 

２ 改正概要 

 様式（第一号、第二号、第六号）において「㊞」を削り、それに伴う注釈を修正する。 

 

３ 施行期日 

 令和４年４月１日 


